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＊
今
回
掲
載
の
内
容
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
発
生
状
況
に
よ
っ
て
変

更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承

下
さ
い
。 

 

①
町
内
医
療
機
関
：
令
和
３
年
６
月
１
日
～

令
和
４
年
２
月
28
日 

②
島
根
県
環
境
保
健
公
社
に
よ
る
健

診
：
令
和
３
年
度
中
の
実
施
日 

 

 

料
金
：
７
０
０
円 

★
た
だ
し
、
左
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当

さ
れ
る
方
は
検
診
料
金
が
無
料
で
す
。 

①
「
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
通
知
書
」
が

4
月
に
郵
送
さ
れ
た
方
（
別
表
２
参

照
） 

②
生
活
保
護
世
帯
の
方 

 

 

受
診
の
際
に
、
受
付
窓
口
で
検
診
の

希
望
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。 

 

ま
た
、
「
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
通
知

書
」
を
当
日
受
付
で
お
渡
し
く
だ
さ

い
。
紛
失
さ
れ
た
場
合
は
、
必
ず
役
場

保
健
福
祉
課
で
再
発
行
を
受
け
て
か

ら
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

 

す
で
に
肝
機
能
検
査
の
数
値
に
異

常
が
み
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
速
や
か

に
医
療
機
関
に
受
診
さ
れ
る
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
状
況
で

実
施
機
関
等
に
変
更
が
生
じ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
が
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

 

 

役
場 
保
健
福
祉
課 

健
康
係 

 
 

 
 

 
 

 

電
話
２-

８
５
６
２ 

 
 

 
 

町
で
は
、
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
の
早
期

発
見
、
早
期
治
療
を
進
め
る
た
め
肝
炎

ウ
イ
ル
ス
検
診
を
実
施
し
ま
す
。 

肝
炎
の
治
療
を
適
切
に
行
わ
な
い

ま
ま
放
置
す
る
と
、
重
篤
な
病
態
に
進

行
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。 

今
ま
で
に
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
を

受
け
て
い
な
い
方
は
受
診
し
ま
し
ょ
う
。 

 

前
年
度
中
に
40
歳
以
上
に
達
し
、
左

記
に
該
当
さ
れ
る
方 

①
今
ま
で
に
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
を

受
け
た
こ
と
が
な
い
方 

②
人
間
ド
ッ
ク
や
医
療
機
関
で
の
検

査
等
、
他
の
機
会
に
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検

診
を
受
け
る
予
定
の
な
い
方 

 

 

問
診
、
血
液
検
査
（
Ｈ
Ｂ
ｓ
抗
原
検

査
、
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
） 

 

①
町
内
医
療
機
関
（
別
表
１
参
照
） 

（
特
定
健
診
及
び
後
期
高
齢
者
健
診

と
同
時
に
受
診
、
ま
た
は
肝
炎
ウ
イ
ル

ス
検
診
単
独
で
受
診
） 

②
６
月
に
実
施
す
る
島
根
県
環
境
保

健
公
社
に
よ
る
集
団
特
定
健
診
及
び

後
期
高
齢
者
健
診(

同
時
受
診
の
み)

 

③
島
根
県
環
境
保
健
公
社
に
よ
る
事

業
所
健
診
（
同
時
受
診
の
み
） 

 

(別表 1) (別表２) 

布施診療所

五箇診療所 ５－２００５

６－２０２５都万診療所

電話番号

２－２５７２

２－００４９

２－６２８０

４－００１１

７－４３４６

肝炎ウイルス検診を
受診できる医療機関

宇野内科医院

高梨医院

半田内科クリニック

中村診療所

昭和50年4月2日から昭和51年4月1日

昭和45年4月2日から昭和46年4月1日

昭和40年4月2日から昭和41年4月1日

昭和35年4月2日から昭和36年4月1日

令和3年度肝炎ウイルス検診が無料になる方

昭和55年4月2日から昭和56年4月1日
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 49

 

2,000
 

 50

 

89  

2,000
 

  90

124  

2,400
 

           

  125

249  

3,600
 

       

   250

 

6,000
 

 
3,700

 

 

( ) 

2,000
 

 
5,900

 

 

国
税
庁
で
は
、
税
務
職
員
を
募
集
し

て
い
ま
す
。
採
用
試
験
の
募
集
要
項
は

次
の
と
お
り
で
す
。 

 

・
試
験
日 

９
月
５
日(

日)
 

・
試
験
地 

人
事
院
中
国
事
務
局
が
管

轄
す
る
試
験
地
は
、
鳥
取
市
、
松
江
市
、

岡
山
市
、
広
島
市
、
山
口
市 

・
試
験
種
目 

基
礎
能
力
試
験
、
適
性

試
験
、
作
文
試
験 

・
合
格
発
表
日 

10
月
７
日(

木)
 

 
・
試
験
日 

10
月
13
日(

水)

～ 

10
月
22
日(

金)

の
う
ち
指
定
す
る
日
時 

・
試
験
地 
第
１
次
試
験
合
格
通
知
に

併
せ
て
通
知 

・
試
験
種
目 
人
物
試
験
、
身
体
検
査 

・
合
格
発
表
日 
11
月
16
日(

火)
 

 

①
令
和
３
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、
高

等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業

し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
年

を
経
過
し
て
い
な
い
者
（
平
成
30
年
４

月
１
日
以
降
に
卒
業
し
た
者
が
該
当

す
る
。
）
及
び
令
和
４
年
３
月
ま
で
に

高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒

業
す
る
見
込
み
の
者 

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
に
準
ず

る
と
認
め
る
者 

 
 

 
 

 

原
則
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申

し
込
み
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申
し
込
み
が

で
き
な
い
場
合
は
、
第
１
次
試
験
地
を

管
轄
す
る
人
事
院
地
方
事
務
局
に
受

験
申
込
書
を
郵
送
ま
た
は
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。  

 

６
月
21
日(

月)

午
前
９
時
～ 

 

６
月
30
日(

水)
 

※
郵
送
ま
た
は
持
参
に
よ
る
場
合
は
、

６
月
21
日(

月)

～
６
月
22
日(

火)
 

(

６
月
22
日(

火)

ま
で
の
通
信
日
付
印

有
効)

 

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
ア
ド
レ
ス
】

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
j
i
n
j
i

‐s
h
i
k
e
n
.
g
o
.
 

j
p
/
j
u
k
e
n
.
h
t
m
l
 

  

 
 

受
験
案
内
な
ど
の
請
求
及
び
試
験

に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
左
記
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

・
西
郷
税
務
署
総
務
課 

 
 

電
話
２-

０
３
５
０ 

・
広
島
国
税
局
人
事
第
二
課 

試
験
研
修
係 

 

電
話
０
８
２-

２
２
１-

９
２
１
１ 

 
 

 
 

島
根
県
住
宅
供
給
公
社
で
は
次
の

と
お
り
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。 

 

〔
公
営
住
宅
〕 

①
西
郷
地
区 

・
要
木
団
地
：
１
戸
（
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
） 

・
宮
ノ
前
団
地
：
１
戸
（
３
Ｄ
Ｋ
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

５
月
27
日(

木)

か
ら
６
月
９
日(

水)
ま
で 

 

午
前
８
時

分
か
ら
午
後
５
時
ま
で 

 

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
） 

 

 

入
居
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
窓
口
で

申
込
み
用
紙
を
請
求
し
、
必
要
事
項
を

記
入
の
う
え
（
書
類
を
そ
ろ
え
て
）
提

出
し
て
下
さ
い
。 

 

 

島
根
県
住
宅
供
給
公
社 

隠
岐
住
宅
管
理
事
務
所 

（
隠
岐
の
島
町
役
場
内
２
階
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
話
３-

１
３
５
０ 

 

 

 
 

 
 

消
火
器
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い

て
、
消
火
器
は
（
一
社
）
日
本
消
火
器

工
業
会
が
地
域
の
協
力
店
に
窓
口
を

設
け
て
回
収
し
、
リ
サ
イ
ク
ル
を
行

っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
度
、
隠
岐
の
島
町
内
に
も
、
特

定
窓
口
が
開
設
し
ま
し
た
の
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。 

 

 
(

有)

酒
井
材
木
店 

 

隠
岐
の
島
町
東
郷
神
米
41
番
地 

 
 

 
 

 
 

電
話
２-

０
５
８
５ 

 

詳
し
く
は
直
接
お
問
合
せ
下
さ
い 

 
 

 

環
境
課 

生
活
環
境
係 

 
 

 

電
話
２-

８
５
６
５ 
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令
和
3
年
6
月
27
日
（
日
）
に
予
定

さ
れ
て
お
り
ま
し
た
、
第
75
回
全
隠
岐

相
撲
選
手
権
大
会
は
、
４
月
28
日
に
専

門
部
会
が
開
催
さ
れ
、
協
議
の
結
果
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
た
め
中
止
が
決
定
致
し
ま
し

た
。 

 

 

隠
岐
の
島
町
体
育
協
会 

 
(

総
合
体
育
館)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
話
３-

０
０
２
５ 
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商
取
引
や
証
明
に
使
用
さ
れ
る
『
特

定
計
量
器
（
は
か
り
）
』
は
、
計
量
の
適

正
を
確
保
す
る
た
め
に
、
二
年
に
一
度

定
期
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
計
量
法

に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

本
年
は
島
根
県
が
実
施
す
る
特
定

計
量
器
の
定
期
検
査
が
行
わ
れ
ま
す
。 

つ
き
ま
し
て
は
、
下
記
の
日
程
に
よ

り
検
査
を
実
施
し
ま
す
の
で
、
該
当
の

方
は
必
ず
受
検
し
て
下
さ
い
。 

な
お
、
前
回
の
検
査
結
果
を
基
に
、

該
当
と
な
る
方
に
は
、
個
別
に
通
知
を

お
送
り
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ

い
。 

・
当
日
は
、
検
査
手
数
料
を
ご
持
参
く

だ
さ
い
。 

 

・
該
当
に
な
る
か
ど
う
か
等
、
ご
不
明

な
点
は
、
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。 

 
 

 

 

役
場
商
工
観
光
課
商
工
労
働
係 

 
 

 
 

 
 

 

電
話
２-

８
５
７
５  

 
 

 
 

 

経
済
セ
ン
サ
ス
は
、
国
の
統
計
法
に

基
づ
き
５
年
ご
と
に
実
施
さ
れ
、
我
が

国
の
経
済
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
の
“
経
済
の
国
勢
調
査
”
と
も
い

う
べ
き
大
切
な
調
査
で
す
。 

 

・
町
内
の
す
べ
て
の
事
業
所
・
企
業 

 

・
令
和
３
年
５
月
20
日
～
６
月
８
日 

 

５
月
中
旬
か
ら
調
査
員
が
町
内
の

す
べ
て
の
事
業
所
・
企
業
を
訪
問
し
、

調
査
の
ご
協
力
の
お
願
い
を
し
て
い

ま
す
。
本
調
査
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た

だ
き
、
調
査
票
へ
の
ご
回
答
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。  

隠
岐
の
島
町
役
場 

地
域
振
興
課 

 

 
 

 
 

 

電
話
２
‐
８
５
７
０ 

 

 

令和3年　定期検査日程表

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

7月7日(水)

7月8日(木)

布施地区

15：30 16：30 隠岐の島町ふれあいセンター 全域

飯田集会所 東郷地区

7月14日(水)

9：30 11：30 隠岐の島町役場　中出張所 中村地区

13：00 14：30

7月15日(木) 9：30 12：00 隠岐の島町ふれあいセンター 全域(未検査事業所)

隠岐の島町役場　布施支所

7月13日(火)

13：30 14：30 西田会館 磯地区

15：00 16：00

9：30 11：30 隠岐の島町役場　五箇支所 五箇地区

(東町・中町・栄町・西町・港町・城北
町・岬町・有木・池田・平・原田・上西)

9：30 12：00

隠岐の島町ふれあいセンター

旧西郷地区・中条地区

13：00 14：30

月　日 時　間 検　査　場　所 対　象　区　域

13：30 15：30 隠岐の島町役場　都万支所 都万地区7月6日(火)



                                 

                                 

                                 

                               

 

　新型コロナワクチン接種後、数日以内に現れる可能性のある症状がありますので、
接種後も混乱なく過ごすことができるよう、事前に下記の内容を確認しておきましょう。

　　●激しい運動は、控えてください。

　　●注射した部分は、清潔に保ちましょう。

   　　注射した当日の入浴は、問題ありません。

　　＊注射した部分を、強くこすらないようにしましょう＊

現れる確率

５０％以上 　接種部位の痛み、疲労、頭痛

１０～５０％ 　接種部位のはれ、筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢

１～１０％ 　吐き気

　◆症状の大部分は、接種後、数日以内に回復していますので様子を見ましょう。

　◆発熱時にご自分の体質に合った解熱剤を使用しても差し支えありません。

　◆インフルエンザ等のワクチンより、痛みが強いと感じる方もいます。

　◆接種直後よりも、翌日に痛みを感じている方は多いです。

　◆疲労や関節痛、発熱など、1回目より2回目のほうが、頻度が高くなる症状も

　　 あります。

新型コロナワクチン接種後の対応に関するお知らせ

症　　状

ワクチン接種後に、体調が悪いとき

1回目：14.3％
2回目：32.8％

　発熱（37.5～38℃台の発熱が、接種日当日から

　接種日の翌々日程度までみられることがあります。）

　隠岐の島町コロナ相談（電話：2-5670）

　　＊症状が悪化している

　　＊症状の改善が見られない
　まずは、かかりつけ医や身近な医療機関
（開業医や町立診療所）に相談しましょう。

　隠岐の島町コロナ相談（電話：2-5670）

　島根県　健康相談コールセンター（電話：2-9900）
ワクチン接種後等の不安等の相談

ワクチン接種全般に関する

お問い合わせ

接種後、数日以内に現れる可能性がある症状

ワクチンを受けた日の注意点

新型コロナワクチンに関する相談先

【お問い合わせ】 隠岐の島町役場 保健福祉課 電話：２－５６７０ （コロナゼロ）


